
小林	 吉武さんといえば、りそな

ホールディングスの内部監査のご担

当の執行役であられますし、日本内

部監査協会の理事もされています。

色々なお立場から、幅広く内部監査

の状況をご覧になって、本来の内部

監査の目的・役割は、どのくらい達

成されている状況でしょうか。

吉武	 もともと内部監査は、内部監

査人協会（IIA）の定義にもありま

すように、組織体の目標の達成に役

立つことが目的です。そこから考え

ると、どれだけ役立っているかを自

問自答しながら向上していかなけれ

ばいけない、そういうプロセスにあ

ると思っています。

　内部監査の仕事は、見つけ出され

た問題を組織体が抜本的に是正す

る、あるいは改善するために、どこ

に真の問題があるのかを追求し、示

していく側面があります。

　私が銀行から離れていた時の話で

すが、あるコンサルティングを引き

受けました。どの銀行も、投資信託

や国債など元本割れリスクがある金

融商品を販売する際、元本割れリス

クがあることをきちっとお客様に説

明する必要があります。その銀行で

も、それを説明した証拠として、お

客様から確認印をいただくというプ

ロセスがありました。しかし、投資

信託についてはほぼ100％、印鑑

をもらえているのに、国債について

は7割強しかもらえていませんでし

た。今までは、内部監査がそれを指

摘して、「しっかりと研修します」

とか「注意喚起します」という書面

で済まされていました。しかし、そ

れでは根本的な改善にはなっていま

せんでした。

　なぜ投資信託と国債で、押印漏れ

に差がでるのか。現場に出向いてみ

て分かったのが、用紙が違うという

ことでした。投資信託は、申込書と

確認書が1枚の紙になっていた。し

かし、国債は別々の紙だった。

　つまり、ほんの少しの違いなんで

す。これは日常業務をやっている人

の中ではちょっとした盲点で、気づ

かないことがある。監査が第三者的

立場から見ることによって、問題点

の指摘ができます。そこから改善に

つながります。こういうのが監査と

しての妙味ですし、目的に役立つ監

査だと思います。

小林	 なるほど、ところで多くの銀

行では、検査機能と内部監査機能が

存在していると思います。内部監査

の目的・役割として、この2者の明

確な違いはあるのでしょうか。

吉武	 現在、物理的に別々に持たれ

ている会社は、私の認識では、そん

なにないと思います。また、検査の

機能は監査に含まれているというの

が私の理解です。

　ただ、あえて役割を分担するな

ら、現状をしっかりと把握して問題

点を浮き彫りにするのが検査、その

問題点を評価して、改善点を探って

経営に提案していくのが監査である

と思っています。

　そして、検査がきちっとできてい
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すると、「部外者からの声」といっ

た意識もなきにしもあらずと思いま

す。それを乗り越えるこつのような

ものはありますか。

吉武	 難しい問題ですね。

　でも、それはやっぱり話し合うし

かないと思います。例えば、内部監

査部に悪い成績をつけられたら困る

からやるという意識だと、絶対心が

入っていません。腑に落ちていな

い。その場合は、形をつくっても効

果は挙がりません。

　結局、現場に「なるほど、いいこ

と言ってくれたな」と思ってもらう

ことの積み重ねだと思います。時々

の積み重ねが、業務執行部門と内部

監査部門の信頼関係になっていくと

いうのが、今までの経験から感じて

いることです。

　目的は一緒だと思うんです。組織

をよくしたい、自分たちの目標を達

成したい。ただ、業務執行部門と内

部監査部門で立ち位置だけが違って

いるんです。目標を共有できれば、

必ず前進していくと思っています。

略、どういう方向に進もうとしてい

るか、そういったものを監査人はよ

く認識しておく必要があります。そ

ういった視点をもつための基礎能力

としての企画力、分析力、情報収集

力、ヒアリング能力、コミュニケー

ション能力、ロジカルシンキングと

いったものが必要です。

小林	 その他に、組織、特に経営層

に対して求められるものはありま

すか。

吉武	 りそなの場合、経営層は、内

部監査の充実に、すごく本気だと感

じています。実際、経営層からは非

常に力強いサポートをいただいてい

ます。逆に、それがないと監査はで

きないと思います。

　執行部門ととことん議論して、お

互い納得するまで話し合うべきだと

思います。ただし、言いなりになっ

てもいけないし、慣れ合いになって

もいけません。

小林	 現場はどうでしょうか？　内

部監査部門がコンサルティングやア

ドバイスをしていく時に、現場から

ないと、充実した監査はできないと

思います。検査が不十分だと、間

違った方向に答えを導いてしまうか

もしれません。

小林	 内部監査がコンサルティング

的な機能を発揮するためには、検査

の充実が必要であるということです

が、その他に、どういったことが重

要でしょうか。

吉武	 まずは教育・スキルアップと

いう観点でしょうか。教育という観

点では、監査そのものの知識が要り

ます。その監査知識も、理論の知識

と、監査をどう進めるかといったノ

ウハウなど実践の知識があります。

それに加えて、監査対象に対する業

務知識も求められます。それらがな

いと監査はできません。全部を1人

で満たすことはできなくてもいろん

な人の組み合わせの中で、補い合っ

て満たすことはできます。

　その他、監査人は、経営的な視点

を持つことが重要です。そのために

は、会社の状況とか、経営陣がどう

考えているか、会社のビジョン・戦

営んでいるのですから、人間の特性
も加味することが大事です」という
思いのもと内部監査にあたるりそな
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日本発の内部監査の枠組みを出
してもいいかもしれませんね。

小林	 吉武さんは、COSO委員長の

Rittenberg博士が来日された際も

いろいろご調整されるなど、グロー

バルにネットワークをお持ちです。

内部監査の国際的な動向は、今どの

ようになっているのでしょうか。

吉武	 去年12月にIIAの中間総会が

あり、いろんな国の人と話をする

機会がありました。限られた経営資

源の中で内部監査をいかに効率的に

行っていくかとか、経営者に対して

内部監査の実効性やメリットをいか

に示していくかといった話題が多

かったですね。リーマン・ショック

の経済危機の中で、企業は合理化を

図っています。内部監査も効率性が

求められています。

小林	 効率化を図るには、どういっ

たことが考えられますか。

吉武	 私自身は、個別監査も1つの

監査ですが、それと同時に日常的な

監視活動もすごく大事だと思いま

す。日常的監視活動には2つほど大

きな意味があると思っています。

　1つは、日常的な監視活動をする

中で、よりビビッドに、リアルタイ

ムに近い形で、企業の置かれている

状況を速くつかむことができます。

しかも、必要であればすぐに監査に

入れます。もう1つは、牽制機能が

ので、効率的に監査ができるように

なると思います。

小林	 国際的には、日常的な監査活

動は当たり前のように行われるよう

になってきているのでしょうか。

吉武	 当たり前に行われているとこ

ろまではいってないですね。苦労し

て、努力しているといった状況で

しょうか。ただ、ITのツールは幾つ

かいいものが出てきています。

小林	 日本では、昔ながらの実査に

対する職人的な専門性が今もすごく

尊重されているような気がします。

そうすると、「システムを使って監

査する」という発想に抵抗があった

りはしないでしょうか。

吉武	 監査はリスクベースで行いま

すが、いろんなリスクを考えたら、

とても職人的個別監査だけではでき

ません。自然の結果として、IT活用

は導き出されてくると思います。

　ただし、職人的なところもまた大

事です。すべてITに置き換えられる

のであれば、内部監査部は要りませ

ん。ITをどのように活用するのかに

ついては、専門職的な判断が必要に

なってきます。

小林	 金融危機が生じてしまった時

に時計を巻き戻して、内部監査の役

割として何かできることはなかった

のかといった反省みたいなものはあ

るのでしょうか。

吉武	 リーマン・ショックの発生前

と発生後の両方に反省があるかと思

います。

　まずは、リーマン・ショック前に

働くということです。

小林	 確かに、国内の監督当局で

は、実査以外に日常のオフサイト・

モニタリングという仕組みを持って

います。

吉武	 リーマン・ショックは残念な

できごとでしたが、内部監査にして

みたら、従来やってきた個別監査に

加えて、新しい継続的な監査のやり

方を研究して、進歩するいい機会に

なったのではないかと思います。

　そのほか、効率性の追求につい

ていえば、ITの活用があると思いま

す。例えばマネーロンダリングでい

えば、日常のお客さまの取引の中で

疑わしいものを注視するというの

は、ITを使うことによって可能です。

　ITの使い方を今後もっと研究し

ていくことで効率化が図れると思い

ます。

小林	 ある程度データで分析できる

ものやリモートで確認できることは

先にやってしまおうという発想を企

業内部でも持つことが、効率化につ

ながるということですね。

吉武	 それと、ITを活用して、モニ

タリングした結果を蓄積しておけ

ば、各部署に監査に行く場合でも、

ある程度の仮説を立てて臨むことが

できます。「ひょっとして、こうい

うところが弱いんじゃないか」とか

「このプロセスに問題があるんじゃ

ないか」といった仮説がたてられる
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ついていえば、アメリカの住宅ロー

ンの市場がおかしいという話は、発

生の2年以上前からありました。そ

の時は、そうだよねと思いながら、

本気で対応したかというと疑問が残

ります。その辺についてどれだけ私

たちが監査として警告を発してきた

かについては、反省材料があると思

います。

　それから、リーマン・ショック後

ということで言うなら、対応速度で

しょうか。例えば、弊社では監査計

画は原則1年に1回立てて、半年後

に見直しをしています。環境の急変

に際して、見直しのタイミングをも

う少し早めることができなかったか

といった反省はあります。

小林	 みんながみんな証券化商品を

魔法の商品だと信じて買っていた時

に、「危ないです」と言っても、な

かなか行動を起こすのは難しいもの

があります。

　つまり、アシュアランス1）のレベ

ルにもいろいろあるような気がする

んです。コンサーンでいっているの

か、イシューでいっているのか、

ワーニングでいっているのか。そう

いったレベル別のアシュアランスは

存在するのでしょうか。

吉武	 すごくいいポイントだと思い

ます。どちらかというと、内部監査

は、アシュアランスかコンサルティ

ングかといった2つの分け方になっ

ています。

　アシュアランスの機能を柔軟にと

らえて、警告発信型、アラーム機能

としての監査を、これからは考えて

いかないといけないと思います。

　あるいは、アシュアランス機能とい

うより、内部監査に新たにワーニング

いったバランスも内部統制の領域の

1つだろうと思います。

小林	 リターンを増やしたがために

リスクが増えてしまっても駄目です

し、リスクは減らしたがリターンも

減りましたというのも意味をなしま

せん。リスク・リターン監査といっ

た発想に切り替えていかなければな

らない、ということですね。

吉武	 そうです。 ただ、「ある程度

のリスクは取りなさい」ということ

を監査が言うわけですから勇気が要

ります。

小林	 裏づけがないと自信を持って

言えないわけですから、それだけ

ちゃんと業務を理解しなければいけ

ないし、コミュニケーションもしな

ければいけないし、経営の方針も理

解しなければいけないですね。

吉武	 その通りです。また、内部監

査には客観性や独立性が求められて

います。客観性を養うためにも、む

しろ積極的にコミュニケーションを

とって、それを養っていくことが大

事です。

小林	 本日は、新しい内部監査のあ

るべき姿について貴重なお話を聞く

ことができました。

　ありがとうございました。

（文中敬称略）

1） 独立した立場で客観的な評価を行う活動。

機能を加えることを考えても良いの

かもしれません。それが内部監査の進

歩につながっていくと思います。

　言わないことで生じるリスクと、

言ったことで生じるリスクと、その

辺のバランスをよく考えて内部監査

として行動していくべきだと思いま

す。そういう枠組みを考えて日本発

の内部監査の枠組みを出してもいい

かもしれませんね。

　内部監査の定義は定義としてある

わけですが、それをどう適用してい

くかは、置かれている地域環境、状

況によって違います。それを踏まえ

た形で1つのプラクティカルな好事

例として発表していくことは世界の

内部監査の進歩のためにいいことだ

と思います。

小林	 今後、内部監査に求められて

いく機能は何でしょうか。

吉武	 今後はもう少し収益やコスト

管理といった辺に関しても監査が入

る余地があると思っています。

　例えば今までは、リスク管理はリ

スク管理の専門部隊が対応してきま

した。売上は営業やマーケティング

で対応してきた。しかし、それらを

統合的に管理するという試みはまだ

十分ではないように思います。

　もし、経営資源が無限にあるな

ら、マイナスを減らすこととプラス

を増やすことの両方に経営資源を投

入すればいいわけです。しかし、経

営資源は限られています。であるな

らば、その中でどのようにしてうま

く配分していくかが大事です。そう

これからの内部監査は
コミュニケーション力
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